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はじめに 

 

 北区障害者地域自立生活支援室（以下、支援室）が開設して今年で 9 年目となります。

支援室の業務の一つに北区内で生活される障害のある方やそのご家族への「福祉サービス

に関する情報提供」があります。本書「北区障害者関係機関ガイドブック 2011」はその業

務の一環として作成しました。 

「情報化社会」といわれる現在、私たちの生活を多くの情報が行き交います。しかし、そ

の情報の中から、自分が本当に必要とする情報を探し出すことは至難の業です。 

情報を提供する際に、まず求められるのはその情報の「新鮮さ」であると考えます。情

報は日々刻々、変化します。例えば本書の中の「施設種別」欄では、障害者自立支援法に

伴う新体系への移行に伴い、施設名称が変更になっている場合もあります。正確な情報を

提供するためにも、支援室では正確な情報収集を行い、本書の改訂作業を進めて参りまし

た。また、情報の新鮮さに加え、写真や地図を使用する等、視覚的な分かりやすさにも気

を配って参りました。 

 さらに情報提供で配慮しなくてはならないのは、「扱いやすさ」（コンパクトさ）です。

あまりにも情報量が多くなってしまうと、必要な情報がスムーズに取り出せません。本書

では一つの施設に必要な情報を 1 ページに収め、障害種別による社会資源マップを掲載し

ています。 

 今回、昨年度版より情報の質と量の見直しにより、より扱いやすいガイドブックとなり

ました。是非、多くの皆様にご活用いただければ幸いです。 

 また、今後の改訂のためにもお気づきのことがありましたら、支援室までご連絡下さい。 

 最後になりましたが今回もお忙しい中、調査にご協力いただきました関係者の皆様には、

この場をお借りしましてお礼申し上げます。有難うございました。 

 

 平成 23 年 8 月 

 

    

                          NPO 法人ピアネット北 

                          北区障害者地域自立生活支援室 
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～ガイドブックのご利用にあたって～ 

 

 

このガイドブックは、北区内の障害者関係機関を紹介するものです。 

昨年度版までは『地区別』に紹介していましたが、今年度版より『障害別』に分類い

たしました。 

また、ガイドブック掲載機関一覧の障害別（知的・身体・精神）の欄には、それぞれ

の施設が対象としている障害に○がついています。 

施設によっては「知的と身体」又は「知的と精神」の 2 ヶ所に○がついており、対象

の障害が重複していますが、この場合はそれぞれの施設が主に対象としている障害に概

要を掲載しています。 

なお、各施設の概要は平成 23 年 6 月 1 日現在で作成していますので、本誌発行後、

掲載内容に変更が生じる場合もあることをご了承ください。 

 

 



知的 身体 精神

区役所 1 北区健康福祉部障害福祉課 王子障害相談係 ○ ○ ○ 8

区役所
（滝野川福祉保健センター内）

2 北区健康福祉部障害福祉課 滝野川障害相談係 ○ ○ ○ 9

区役所（赤羽会館内） 3 北区健康福祉部障害福祉課 赤羽障害相談係 ○ ○ ○ 10

障害者福祉センター
（障害者対象の複合施設）

4 北区立障害者福祉センター ○ ○ ○ 11

精神障害者地域活動支援センター 4 支援センターきらきら ○ ○ ○ 12

地域生活支援事業 4 北区障害者地域自立生活支援室 ○ ○ ○ 13

社会福祉協議会 5 北区社会福祉協議会 ○ ○ ○ 14

市民活動の推進と協働を促進する
ための施設

6 北区NPO・ボランティアぷらざ ○ ○ ○ 15

医療と療育の施設 7 東京都立北療育医療センター ○ ○ ○ 16

身体障害者福祉センターＡ型
(障害者社会参加支援施設)

8 東京都障害者総合スポーツセンター ○ ○ ○ 17

児童相談所 9 東京都北児童相談所 ○ ○ ○ 18

10 北区立あすなろ福祉園 ○ 23

11 北区立若葉福祉園 ○ 24

2 北区立たばた福祉作業所 ○ 25

12 北区立王子福祉作業所 ○ 26

13 北区立赤羽西福祉作業所 ○ 27

小規模通所授産施設 19 あゆみ福祉センター ○ 28

小規模作業所 19 あゆみ福祉作業所 ○ 29

14 あすか作業所 ○ 30

15 あすか第二作業所 ○ 31

16 あすか第三作業所 ○ 32

17 愛の会第一福祉作業所 ○ 33

18 愛の会第二福祉作業所 ○ 34

21 工房ヴイ ○ 35

22 就労・生活支援センター 飛鳥晴山苑 ○ ○ 36

60 フロム・ヴイ ○ 37

三障害

就労移行支援

心身障害者訓練事業

ページ施設名
地図
番号

知的障害者通所授産施設

障害別 施設種別

《ガイドブック掲載機関一覧》

知的

障害別

知的障害者通所更生施設

-3 -



知的 身体 精神

就労継続支援Ａ型 23 うきま幸朋苑ブレッド＆バター ○ 38

21 工房ヴイ ○ 35

22 就労・生活支援センター 飛鳥晴山苑 ○ ○ 39

24 ワークハウスペガサス ○ 40

25 第二ワークハウスペガサス ○ 41

生活介護 22 就労・生活支援センター 飛鳥晴山苑 ○ ○ 42

26 北区立子ども発達支援センターさくらんぼ園 ○ 43

27 児童デイサービスつみき ○ 44

64 児童デイサービスつみき ○ 45

64 幼児デイサービスつみき ○ 46

20 あこの会 ○ 47

24 発達協会　神谷指導室 ○ 48

28 発達協会　王子指導室 ○ 49

29 発達協会　赤羽指導室 ○ 50

30 発達協会　南指導室 ○ 51

22 就労・生活支援センター 飛鳥晴山苑 ○ ○ 52

27 デイサービスつみき ○ 53

31 北区立神谷ホーム ○ 54

32 ドリームハウスⅠ ○ 55

33 ドリームハウスⅤ・Ⅵ ○ 56

34 田端みどり荘 ○ 57

35 煌荘 ○ 58

36 西ヶ原寮 ○ 59

37 ひかりハウス ○ 60

40 あゆみハウス ○ 61

43 志茂寮 ○ 62

障害別

児童デイサービス

日中一時支援

施設種別

療育施設

地図
番号

施設名
障害別

ページ

就労継続支援Ｂ型

知的

共同生活援助（グループホーム）
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知的 身体 精神

33 ドリームハウスⅤ・Ⅵ ○ 56

34 田端みどり荘 ○ 57

35 煌荘 ○ 58

36 西ヶ原寮 ○ 59

38 ドリームハウスⅡ ○ 63

39 マドレーヌ21東十条寮 ○ 64

40 あゆみハウス ○ 61

43 志茂寮 ○ 62

44 東京都立王子特別支援学校（高等部単独） ○ 65

45
東京都立王子第二特別支援学校（小学部・中学
部）

○ 66

27 つみきの家 ○ 67

32 ヴイの家 ○ 68

46 マドレーヌ21 ○ 69

22 就労・生活支援センター 飛鳥晴山苑 ○ ○ 70

32 ドリームステイ ○ 71

33 ドリームステイⅡ ○ 72

障害者就労支援事業 21 就労支援センター北 ○ ○ 73

相談機関 4 子ども発達支援センターさくらんぼ園 発達相談室 ○ 74

4 北区立障害者福祉センター （生活訓練室） ○ 77

47 北区立赤羽西福祉工房 ○ 78

自立訓練（機能訓練） 22 就労・生活支援センター 飛鳥晴山苑 ○ 79

重度身体障害者グループホーム 48 やじろべえ ○ 80

特別支援学校 49
東京都立北特別支援学校（小学部・中学部・高等
部）

○ 81

精神障害者共同作業所通所訓練事
業

51 西が丘作業所 ○ 84

4 リボーン・プロジェクト ○ 85

51 あかばね就労開拓校 ○ ○ 86

就労継続支援Ａ型 51 わくわく配食サービス ○ ○ 87

ページ
地図
番号

生活介護

宿泊訓練施設

身体

共同生活介護（ケアホーム）

特別支援学校

短期入所（ショートステイ）

施設名
障害別

精神 就労移行支援

障害別 施設種別

知的
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知的 身体 精神

50 ワーク・スペース・ポピー ○ 88

52 ワーク・イン・あすか ○ 89

53 第二ワーク・イン・あすか ○ 90

55 つばさ工房 ○ 91

4 ボランティア響会 ○ 92

54 ウィメンズアディクションサポートセンターオ’ハナ ○ 93

63 みのわマック ○ 94

女性のアルコール・薬物依存症者
のための通所施設

62 フリッカ・ビーウーマン ○ 95

障害者自立生活プログラム提供所 61 飛鳥会事務所 ○ 96

41 グループホームわくわくかん ○ ○ 97

42 グループホームわくわくかん ○ ○ 98

56 まつぼっくり（ユニット：あゆみホーム） ○ 99

57 まつぼっくり（ユニット：あゆみ中十条ホーム） ○ 100

58 フレンドハウスホームⅠ ○ 101

59 フレンドハウスホームⅢ ○ 102

障害者就労支援事業 51 就労支援センター北 わくわくかん ○ 103

自立訓練（生活訓練）

施設名
障害別

ページ障害別 施設種別
地図
番号

就労継続支援B型

精神

共同生活援助（グループホーム）
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三障害共通関係機関一覧

【日中活動の場】

施設種別
地図
番号

施設名 ページ

区役所 1 北区健康福祉部障害福祉課　王子障害相談係 8

区役所（滝野川福祉保健センター内） 2 北区健康福祉部障害福祉課　滝野川障害相談係 9

区役所（赤羽会館内） 3 北区健康福祉部障害福祉課　赤羽障害相談係 10

障害者福祉センター
（障害者対象の複合施設）

4 北区立障害者福祉センター 11

精神障害者地域活動支援センター 4 支援センターきらきら 12

地域生活支援事業 4 北区障害者地域自立生活支援室 13

社会福祉協議会 5 北区社会福祉協議会 14

市民活動の推進と協働を促進するための施
設

6 北区ＮＰＯ・ボランティアぷらざ 15

医療と療育の施設 7 東京都立北療育医療センター 16

身体障害者福祉センターＡ型
(障害者社会参加支援施設)

8 東京都障害者総合スポーツセンター 17

児童相談所 9 東京都北児童相談所 18

　平成23年6月1日現在
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名 称 
 

施設種別 区役所 

設置目的 心身に障害のある方の総合的な相談に応じ、さまざまなサービスの提供を行っています。 

住 所 〒114-8508 北区王子本町 1-15-22 第一庁舎 1階 1番 

電 話 ０３－３９０８－９０８１ FAX ０３－３９０８－５３４４ 

受付時間 月曜日～金曜日 8：30～17：15 

休 み 土・日・祝日・年末年始  

概 要 

《心身に障害がある方への主なサービス》 

○ 身体障害者手帳・愛の手帳・精神障害者保健福祉手帳の交付 

○ 障害者自立支援法に基づく障害福祉サービス等の利用 

   ホームヘルプ、ショートステイ、施設への通所・入所など（介護保険が優先します） 

○ 心身障害者の医療費助成 

○ 心身障害者福祉手当、日常生活用具支給※、福祉タクシー券、紙おむつ支給※、 

訪問入浴※、訪問理美容※、寝具乾燥※（※介護保険が優先します） 

○ 自立支援医療の給付 

○ 難病医療費助成申請 

 

 

 

運営主体：北区 

○京浜東北線 王子駅北口より徒歩 5分 

王子障害相談係 ～アクセス～ 

【ホームページ】http://www.city.kita.tokyo.jp/ 

平成 23 年 6月現在 

北区健康福祉部障害福祉課 王子障害相談係 １  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

王
子
障
害
相
談
係 

飛鳥山公園 

郵
便
局 
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区
役
所 

第
二
庁
舎 

北
区
役
所 

第
五
庁
舎 

北
区
役
所 

第
一
庁
舎
一
階 

親
水
公
園 

王子神社 

至赤羽 至上野 

ＪＲ王子駅 
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名 称 
 

施設種別 区役所（滝野川福祉保健センター） 

設置目的 心身に障害のある方の総合的な相談に応じ、さまざまなサービスの提供を行っています。 

住 所 〒114-0024 北区西ヶ原 1-19-12 滝野川福祉保健センター1階 

電 話 ０３－３９１５－０１３４ FAX ０３－３９１５－４１１９ 

設置年月 平成 18 年 4 月 

受付時間 月曜日～金曜日 8：30～17：15 

休 み 土・日・祝祭日・年末年始  

概 要 

《心身に障害がある方への主なサービス》 

○ 身体障害者手帳・愛の手帳・精神障害者保健福祉手帳の交付 

○ 障害者自立支援法に基づく障害福祉サービス等の利用 

   ホームヘルプ、ショートステイ、施設への通所・入所など（介護保険が優先します） 

○ 心身障害者の医療費助成 

○ 心身障害者福祉手当、日常生活用具支給※、福祉タクシー券、紙おむつ支給※、 

訪問入浴※、訪問理美容※、寝具乾燥※（※介護保険が優先します） 

○ 自立支援医療の給付 

○ 難病医療費助成申請 

 

 

 

平成 23 年 6月現在 

運営主体：北区 

滝野川障害相談係 ～アクセス～ 

北区健康福祉部障害福祉課 滝野川障害相談係 ２  

 

 

 

 

 

 

 

 

【ホームページ】http://www.city.kita.tokyo.jp/ 

○京浜東北線 上中里駅より徒歩 7 分 

○山手線 駒込駅北口より徒歩 8分 

 

滝野川障害相談係 
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名 称  

施設種別 区役所（赤羽会館） 

設置目的 心身に障害のある方の総合的な相談に応じています。 

住 所 〒115-0044 北区赤羽南 1-13-1 赤羽会館 6階 

電 話 ０３－３９０３－４１６１ FAX ０３－３９０３－０９９１ 

受付時間 月曜日～金曜日 8：30～17：15 

休 み 日・祝日・年末年始 

概 要 

《心身に障害がある方への主なサービス》 

○ 身体障害者手帳・愛の手帳・精神障害者保健福祉手帳の交付 

○ 障害者自立支援法に基づく障害福祉サービス等の利用 

   ホームヘルプ、ショートステイ、施設への通所・入所など（介護保険が優先します） 

○ 心身障害者の医療費助成 

○ 心身障害者福祉手当、日常生活用具支給※、福祉タクシー券、紙おむつ支給※、 

訪問入浴※、訪問理美容※、寝具乾燥※（※介護保険が優先します） 

○ 自立支援医療の給付 

○ 難病医療費助成申請 
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平成 23 年 6月現在 

運営主体：北区 

赤羽障害相談係 ～アクセス～ 

北区健康福祉部障害福祉課 赤羽障害相談係 ３  

 

 

 

 

 

 

 

 

○埼京線、京浜東北線、高崎線、宇都宮線赤羽駅南改札口（東）より徒歩 5 分 

【ホームページ】http://www.city.kita.tokyo.jp/ 

パチンコ 

ＪＲ赤羽駅 

至大宮 至王子 

北区赤羽公園 

赤羽郵便局 

消防署 

 赤羽障害相談係 

東口バス停 
交番 

サンクス 

モスバーガー 

マクドナルド 

TUTAYA 

聖母の騎士幼稚園 



名 称 
 

施設種別 障害者福祉センター（障害者対象の複合施設） 

設置目的 
身体障害者、知的障害者及び精神障害者の福祉の増進を図ることを目的として設置された施設です。

児童館、ふれあい館なども併設され、地域の方々が広く利用できる複合施設として利用されています。 

住 所 〒114-0032 北区中十条 1-2-18 

電 話 ０３－３９０５－７１１１ FAX ０３－３９０５－７１１６ 

設置年月 昭和 63 年 4 月（事業開始 6月） 

概 要 

 

 

施 設 名 開 室 日 開 室 時 間 休 室 日 定 員 

創作活動室 作業訓練室 月～金 9：00～16：00 土・日・祝 30 人 

生活介護事業 支援室 月～金 9：00～16：00 土・日・祝 42 人 

機能訓練室 

理 学 

月～金 9：00～16：00 土・日・祝 

15 人 

言 語 15 人 

作 業 10 人 

施設の提供 

和 室 

毎 日 

9：00～21：00 

 

20 人 

洋 室 15 人 

録音・音楽室 20 人 

浴室（リフト付き） 9：30～17：00 1 人 

緊急一時保護室 全日 2 人 

ボランティア室 9：00～21：00 10 人 

 

 

 

運営主体：北区 

障害者福祉センター ～アクセス～ 

○庶務相談係 

相談事業、施設提供事業、送迎バス、通所訓練等助成事業、就労支援センター事業等を行っている。 

○支援係 

生活訓練室（重度の身体障害者を対象に日常の介助と生活基本動作の習得を目的とする生活訓練、

及びパソコン、陶芸、レクリエーション等を通じて、生活の質の向上に努めている。）P77 参照 

○事業係 

中軽度の障害者に対し、創作的活動、教養の向上、レクリエーション活動などを行うほか、手話講習会、

障害者週間記念事業として、障害者作品展等を実施している。 

【ホームページ】http://www.city.kita.tokyo.jp/docs/facility/264/026464.htm 

平成 23 年 6月現在 

○京浜東北線 

  東十条駅より徒歩 10 分 

王子駅より徒歩 15 分 

○埼京線 

  十条駅より徒歩 10 分 

東京都北区立障害者福祉センター 4  
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名 称 
 

施設種別 障害者地域活動支援センター 

設置目的 
障害者がその有する能力及び適正に応じて、自立した日常生活又は社会生活が送れることを目的とし、

サービス提供にあたっては障害者の人権を尊重し、自己決定と権利擁護の視点に立った援助を行う。 

住 所 〒114-0032 北区中十条 1-2-18 障害者福祉センター2階 

電 話 ０３－３９０５－７２０１・７２０２ FAX ０３－３９０５－７２０３ 

設置年月 平成 15 年 4 月 利用定員 制限なし（現在の登録者数 249 名） 

利用時間 
月曜日～金曜日 10：00～19：00 

土曜日        10：00～17：00 
休 み 日・祝日・年末年始 

利用対象者 
・精神障害（通院している方） 

・知的障害、身体障害の方（手帳をお持ちの方） 

利用手続 上記の連絡先にお問い合わせください。 

利用料金 無 料（プログラム参加時実費負担あり） 

通所方法 単独で通所 

活動内容 

《相 談 支 援 事 業》 医療の悩み、生活の困りごと、各種制度の利用、対人関係のことなど、 

              電話や面接で相談できます。 

《地域活動支援センター事業》 友達とおしゃべりしたい、のんびり過ごしたいなど、気軽に利用できる 

              空間を用意しています。 

《プ ロ グ ラ ム 活 動》 食事会、趣味の講座等各種プログラムを実施しています。 

 

運営主体：特定非営利活動法人 

 北区精神障害者を守る家族会飛鳥会 

平成 23 年 6月現在 

支援センターきらきら ～アクセス～ 

支援センターきらきら ４  

 

 

 

 

 

 

 

 

○京浜東北線 東十条駅より徒歩 10 分 

王子駅より徒歩 15 分 

○埼京線 十条駅より徒歩 10 分 
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名 称 
 

施設種別 地域生活支援事業 

設置目的 
北区に居住する障害のある方の生活を支援することにより、障害者の自立と社会参加の促進を目的

としています。 

住 所 〒114-0032 北区中十条 1-2-18 障害者福祉センター2階 

電 話 ０３－３９０５－７２２６ FAX ０３－３９０５－７２２６ 

設置年月 平成 15 年 4 月 利用定員 制限なし 

利用時間 
月曜日～金曜日 10：00～19：00 

土曜日     10：00～17：00 
休 み 日・祝日・年末年始 

利用対象者 知的障害、身体障害、精神障害者の障害当事者及び、その親族等 

利用手続 お電話等でお問い合わせください。 

利用料金 無 料（プログラム参加時実費負担あり） 利用要件 北区在住、在勤、在学の方 

活動内容 

（１）社会資源を活用する支援事業 

①障害者自立支援法制度による各種サービスの紹介及び利用についての援助 

②障害者（児）の支援に関する専門機関の紹介 

③外出、移動に関する援助 

④障害者の抱える問題に対する認識や、自立への方策を啓発するための講習・講演会の実施 

⑤福祉サービス情報を提供するための広報活動 

（２）社会生活支援相談事業 

①福祉サービスの情報提供及び利用に関する相談 

②障害当事者による相談受付け・ピアカウンセリングの利用普及 

（３）社会生活力を高める支援事業 

①自立生活支援個別計画に関わる助言 

②自立生活に関する講座・講習会の実施 

③社会生活に適応するための自己管理や対人関係などの生活面、健康管理のための学習会 

の開催 

（４）居宅サービス事業所との連携に関する事業 

（５）権利擁護のために必要な援助 

（６）その他必要な事業 

 

 

 

 

 

 

 

運営主体：特定非営利活動法人 

   ピアネット北 
北区障害者地域自立生活支援室 ４  

 

 

 

 

 

 

 

 

北区障害者地域自立生活支援室 ～アクセス～ 

平成 23 年 6月現在 

【ホームページ】http://www.peernet.or.jp/ 

○京浜東北線 

  東十条駅より徒歩10分 

王子駅より徒歩 15 分 

○埼京線 

  十条駅より徒歩 10 分 
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名 称 
 

施設種別 社会福祉協議会 

設置目的 
社会福祉協議会は、誰もが住み慣れた地域で、安心して、幸せに暮らすことができるような取り組

みや事業を行っています。 

住 所 〒114-0021 北区岸町 1-6-17 

電 話 ０３－３９０６－２３５２（代表） FAX ０３－３９０５－４６５３ 

設置年月 昭和 28 年 8 月 任意団体として北区社会福祉協議会設立 

受付時間 
月曜日～金曜日 8：30～17：15 

土曜日     8：30～12：30  
休 み 日・祝日・年末年始 

概 要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

北区社会福祉協議会  5 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

運営主体：社会福祉法人 

  社会福祉協議会 

 地域のみなさんと、ともに歩みます 

 
『地域の福祉活動を応援するために』 

○地域支え合い活動支援事業 

 高齢者、障がい者、子育てをする方などが地域で

孤立しないよう支え合う活動を行っている団体に

対し、助成金の交付、講座や団体交流会の開催、情

報提供・アドバイス等の支援を行っています。 

○歳末たすけあい募金による助成事業 

 地域でささえあい活動や地域福祉活動を行う団

体、民間小規模福祉作業所、障がい者支援団体に対

して、助成を行っています。 

○歳末たすけあい運動事業 

 歳末たすけあい運動の募金活動を、北区町会自治

会連合会、北区赤十字奉仕団、北区民生委員児童委

員協議会と協働し、北区の協力を得て実施していま

す。 

○岸町ふれあい館運営 

 集会や会議、趣味の会合などにご利用いただけ

る施設を貸し出しています。 

 『支援や援助を必要とする方のために』 

○友愛ホームサービス 

 北区にお住まいの高齢の方やお体の不自由な方に、

地域で自立生活を続けるための支援を行います。外出

や通院のときの介助等、また、大掃除のお手伝い、日

常の小さな困りごとに対応するワンポイント対応サ

ービスなどを行っています。 

○車椅子の貸出 

北区在住の方で一時的に車いすが必要な方に無料

で貸し出しています。 

○視覚障害者のガイドヘルパーを頼みたい 

 北区が交付した受給者証の決定内容に基づき、北区

社会福祉協議会が基準該当居宅支援事業者として視

覚障害者の方々と契約を締結することにより、通院介

助及び移動支援サービスを提供いたします。 

○生活福祉資金の貸付 

 ①低所得者②障害者③高齢者世帯を対象に、使途が

決められている資金の貸し付けを行っています。 

○京浜東北線、南北線 王子駅より徒歩 5 分 

北区社会福祉協議会 ～アクセス～ 

【ホームページ】http://kitashakyo.or.jp/ 

 平成 23 年 6月現在 -14- 
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